
◆ クマ等の害獣対策のための対応フロー 
◎ 事前の危機管理 
 ・ クマ対策のための鈴などを準備しておく。 
  ・ 市町の害獣担当課と連携し、クマの生息地や活動範囲を調査し、学校周辺にクマの出没が予

想される場合は、教職員や児童生徒に対して熊の存在と対処方法についての教育を行う。 
  ・ クマ対策のためのプロトコル（複数の者が対象となる事項を確実に実行するための手順）を

策定し、関係者に周知徹底させる。 
  ・ クマ対策に関する訓練や避難訓練を定期的に実施し、教職員や生徒の適切な行動を確保する。 
  ・ 地域と連携し学校周辺の環境整備を行い、クマの餌場となる可能性のあるゴミや食べ物の廃

棄物を適切に管理する。 
  ・ クマ対策やクマ出没状況等に関する連絡網や緊急連絡先を確立し、迅速な情報共有と連絡体

制を整える。 
 ・ 児童生徒が登下校時にクマに遭遇した場合に、避難できる建物等を確認する。 
◎ 発生時（初動）の危機管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 事後の危機管理 
 ・ 出没したクマの行方を関係機関からの情報を元に確認する。 
 ・ 当面の間、集団での登下校とし、必要に応じて、教職員も同伴する。 
 ・ 今回の事案の評価と復旧対策を行う。 
   → インシデントに関する詳細な報告書を作成し、教育委員会や関係機関に提出する。 
    → インシデントの原因や対応の評価を行い、今後の改善策や予防策を検討する。 
 ・ クマ対策のマニュアルや手順を見直し、より効果的な対策のために改善を行う。 
・ 心理的な影響を受けた児童生徒や教職員へのサポートを提供し、必要なカウンセリングや心
理支援を行う。 

クマが学校に出没 

【登下校時にクマと遭遇】 
≪教職員≫ 
・児童生徒が下校途中の場合は、複数の
教職員が車に同乗し、安全確認を行う。 
≪児童生徒≫ 
・すぐ近くの建物等に避難する。 
・避難先から１１０番通報する。 
・避難先から電話でクマが出たことを学
校に伝える。 
・安全が確認されるまでは外に出ない。 

【休み時間や校舎外での活動時】 

・児童生徒は活動を止め、声を出さず、一

番近い建物に歩いて避難する。 

・教職員は、児童生徒の避難誘導を行う。 

【校舎内での活動時】 

・児童生徒は興味本位でむやみに窓等に近

づかない。 

・教職員は児童生徒の安否確認を行う。 

校長（校長不在時は代行者へ）へ報告 

警察に連絡 

教育委員会に連絡 
≪教職員≫ 

・児童生徒の人員点呼の実施  ・窓や出入り口の施錠 

≪児童生徒≫ 

・窓等から離れる  ・集団で避難する 

 

校舎内からクマの大きさや様子、移動先を観察・把握する 
・保護者に連絡する 

・場合によっては、保護者に

引き渡しを行う。 

【参考】ツキノワグマによる被害を防ぐために（県庁：環境生活部 自然保護課） 
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/41/20698.html 
・ツキノワグマの被害を防ぐために 
・市町別、月別クマ目撃情報  ・人身被害 
・クマに関する各種情報・取組＜外部リンク＞ 

 

学校運営協議会会長に連絡 

ＰＴＡ会長に連絡 


